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   開     議 

 

 

○小関勝助議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、渡部政明上下水道課長が欠席のため、

桐生芳弘下水道推進室長が出席しておりますの

で、ご報告申し上げます。 

 また、山形テレビ、山形放送、河北新報社、

毎日新聞社記者から、今定例会のパソコン、カ

メラ、録音機の使用について申請があり、許可

いたしましたので報告いたします。 

 ここで、本日の本会議運営について議会運営

委員会の報告を求めます。 

 渋谷佐輔委員長。 

  （渋谷佐輔議会運営委員長登壇） 

○渋谷佐輔議会運営委員長 おはようございます。 

 本日の本会議運営について、先ほど議会運営

委員会を開催し協議いたしましたので、その結

果をご報告いたします。 

 初めに、２月28日の本会議において各常任委

員会及び予算特別委員会に付託されました議案

などの審査結果を、各常任委員会委員長、予算

特別委員会委員長から報告を受け、それぞれ質

疑、討論、採決を行います。 

 なお、議案第２号に６名、議案第24号に２名

の反対の討論の通告がなされております。また、

議案第２号に賛成１名の討論の通告がなされて

おります。また、議案第３号、議案第４号、議

案第12号、議案第20号、議案第25号、議案第28

号から34号、議案第36号から48号、議案第50号

に、それぞれ反対１名の討論の通告がなされて

おります。また、請願第３号及び請願第４号に、

それぞれ賛成１名の討論の通告がなされており

ます。 

 次に、本日追加提案されます議案について申

し上げます。 

 追加議案は、議事日程第５号のとおり、条例

１件、予算案１件、人事案件１件、諮問１件、

議会案１件であります。追加議案の審議につき

ましては、付託議案の採決終了後に、議長から

委員会付託を省略し全員による審議を諮ってい

ただき、決定後それぞれ提案説明を受け、質疑、

討論、採決を行います。 

 なお、人事案件については、申し合わせにの

っとり、提案説明後、質疑と討論を省略し、直

ちに採決することといたします。 

 追加議案の審議終了後、議長から議員派遣の

報告をいただいた後、閉会中における継続審査

申出書を発議いただき、採決を行います。 

 全議案の終了後、市長から挨拶を受けて定例

会を閉会することといたします。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

○小関勝助議長 本日の会議は、ただいまの議会

運営委員長報告のとおり、配付しております議

事日程第５号をもって進めます。 

 それでは、直ちに本日の会議に入ります。 

 

 

 日程第１ 議案第１９号 字の区域 

 及び名称の変更について外５２件 

 

 

○小関勝助議長 日程第１、議案第19号 字の区

域及び名称の変更についてから、日程第53、議

案第12号 平成26年度長井市水道事業会計予算

までの53件を一括議題とします。 

 

 

 総務常任委員会審査報告 
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○小関勝助議長 初めに、総務常任委員会の報告

を求めます。 

 我妻 昇委員長。 

  （我妻 昇総務常任委員長登壇） 

○我妻 昇総務常任委員長 おはようございます。 

 平成26年第２回市議会定例会において総務常

任委員会に付託になりました議案４件、請願２

件について、審査いたしました経過と結果につ

いてご報告申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月10日

に開催し、委員全員出席のもと、紹介議員、当

局関係者の出席を求め審査をいたしております。 

 それでは、議案第24号 長井市財産の交換・

譲与・無償貸付等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について申し上げます。 

 本案は、消費税率及び地方消費税率の改定に

伴い、本条例第８条に規定する行政財産の目的

外使用に係る使用料について、所要の改正を行

うために提案されたものであります。 

 審査に当たり、財政課長からは、このたびの

消費税率引き上げに伴う使用料等の改定につい

ての考え方に基づき、使用料の額は現行使用料

が内税表示方式となっていることから、現行使

用料の額を105で除して得た額に108を乗じて得

た額として10円未満の端数を切り捨てる計算を

行い、現行使用料で300円までは加算額がゼロ

になるので、１時間当たり220円については改

定を行わない措置をさせていただくものである

との説明を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第20号 長井市第五次総合計画に

ついて申し上げます。 

 本案は、まちづくり基本条例第13条第２項の

規定に基づき、長井市第五次総合計画を新たに

定めるために提案されたものであります。 

 審査に当たり、総合計画主幹からは、平成24

年３月29日に長井市振興審議会を設置して以来、

審議を重ね、市民意向調査や若者の意向調査の

実施、長井市民未来塾、地区別説明会、市内各

団体に対しての説明会を開催し、市民の皆様か

ら頂戴したさまざまな意見を十分に反映させて

基本構想案を策定した。現在の長井市の姿と将

来の見通しをまとめたものであり、まちづくり

の課題、目指すまちの姿、まちの将来像を「み

んなで創る幸せに暮らせるまち長井」に定め、

目標年次の平成35年度の総人口を２万6,000人

と想定した。実施計画案は、第五次総合計画に

基づき市の将来像を実現するためにまちづくり

の具現化を図っていくもので、今後３年間に取

り組む事務事業の内容を明記し、まちづくりの

具体的な推進方策をわかりやすく示したもので

ある。総合計画の進行管理や行政評価の機能を

有し、目標の達成に向けて事務事業を常に見直

しながら効率的かつ効果的な事務事業や市民サ

ービスの向上に努め、毎年見直しを行っていき

たい。特に、このたびは目標への貢献項目を追

加し、各課で事務事業の目的を意識できるよう

にするとの説明を受けたところであります。 

 質疑に入り、委員からは、実施計画はいつで

きたのか、事前に議会に説明するべきと思うが

どうかとの質疑がなされ、企画調整課長からは、

実施計画は今後３年間の計画で26年度の予算も

関係するので、調整しながら本日の提案となっ

た。予算の確定が２月の半ばで、それぞれの協

議会の直前でありこの時期になった。所管課の

各事業であり、企画調整課として詳細な実施計

画の説明は考えていない。予算委員会等でご意

見を頂戴したいと考えたところであるとの答弁

を受けたところです。 

 また、委員からは、審議会の公募委員をもう

少しふやして市民の皆さんからご意見をいただ

くべきだと思うが、２人にした理由は何か、ま

た、公募委員をふやすかどうか検討すべきと思
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うがどうかとの質疑がなされ、総合計画主幹か

らは、公募委員はまちづくりの基本条例の要綱

に規定しており、市報、ホームページ等で募集

し、応募された２人を委員にした。振興審議会

条例では18名以内で構成することになっており、

現在18名の委員がおられるので今後検討が必要

であるとの答弁を受けたところです。 

 企画調整課長からは、審議会の構成を検討し、

公募委員をふやすことは可能だと考えていると

の答弁を受けたところです。 

 また、委員からは、今後の審議会での評価、

検証の予定はどうなるか、また、新たな課題等

をその都度、実施計画に組み入れることは理解

するが、当初の構想にできるだけ沿っていくべ

きだと思うがどうかとの質疑がなされ、企画調

整課長からは、今後は振興審議会委員で評価、

検証していただくよう進めていく。実施計画の

各事業は新たな国の施策等により変更する部分

があるので、当初計画との比較、評価、成果を

まとめ、今後提出していきたいとの答弁を受け

たところであります。 

 また、委員からは、ＰＤＣＡを繰り返しなが

ら次の計画に反映させていくことが必要と考え

るがどうかとの質疑がなされ、総合計画主幹か

らは、事務事業評価に市民の評価を取り入れて

いきたい。行政評価によって改善見直しを行い、

実施計画に反映させていく考えであるとの答弁

を受けたところです。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第19号 字の区域及び名称の変更

について申し上げます。 

 本案は、国土地籍調査事業の実施に伴い、本

市の成田、森、宮地区の各一部の区域に係る字

の区域及び名称を、当該区域に係る国土調査法

第19条第２項の規定により変更するため提案さ

れたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、地籍調査によって

道路、公共施設、水路の面積に変更はあるかと

の質疑がなされ、農林課長からは、１筆ごとの

調査をしているが、面積が若干変わり、官地の

道路、水路も変わる場合があるとの答弁を受け

たところです。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第23号 長井市特別職に属する者

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について申し上げます。 

 本案は、非常勤特別職として地域おこし協力

隊の創設に伴い、所要の改正を行うため提案さ

れたものであります。 

 審査に当たり、総務課長からは、国から示さ

れた地域おこし協力隊の予算は１人当たり400

万円で、人件費相当額が200万円、活動費相当

額が200万円の交付税算入が見込まれている。

人件費200万円で計算し月額16万6,000円で募集

する予定であるので、条例改正を行うものであ

るとの説明を受けたところです。 

 採決の結果、本案は、全員一致で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、請願第３号 特定秘密保護法の廃止を

求める意見書提出についての請願及び請願第４

号 特定秘密の保護に関する法律の廃止を求め

る意見書の提出に関する件の２件について、関

連がありますので一括して申し上げます。 

 請願第３号は、西置賜革新懇話会代表世話人、

今泉義憲氏より提出されたものであります。 

 趣旨とするところは、特定秘密保護法は、防

衛、外交、特定有害活動、テロについて、政府

が恣意的に特定秘密を指定し、これを漏らした

り知ろうとした場合、最高10年の懲役、罰金

1,000万円の処罰を行うというものである。国

民の知る権利が奪われ、秘密に近づけば一般国

民や報道機関までもが厳しく処罰され、国会の

国政調査権、議員の質問権も侵される。また、

圧倒的多数の国民の反対を押し切り、審議も尽
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くされないまま数の力で強行採決されたもので

あり、国民主権、基本的人権、平和主義という

日本国憲法の基本原則をことごとくじゅうりん

する違憲立法である。 

 よって、特定秘密保護法の廃止を求める意見

書を国及び政府関係機関に提出していただきた

いとするものであります。 

 また、請願第４号は、西置賜地区平和センタ

ー議長、元木康仁氏より提出されたものであり

ます。 

 趣旨とするところは、特定秘密の保護に関す

る法律は、制定に強く反対する国内外の広範な

世論に背を向け、十分な審議時間も確保されず

採決が強行され成立し、国民の知る権利や表現

の自由、取材、報道の自由を著しく制限し、日

本国憲法の基本原理を根底から覆すものである。

特定秘密の定義が極めて曖昧であり、秘密の範

囲が際限なく拡大し、処罰範囲が歯どめなく広

がるおそれがある。また、特定秘密取り扱いの

適性評価のために、行政機関職員のみならず民

間業者などの個人情報調査も可能となり、著し

いプライバシー侵害が発生することにもなる。

国として特に厳格な管理が必要な情報があるこ

とは否定しないが、その場合も後世において検

証可能な制度とすべきであり、政府が持ってい

る情報は本来国民が共有すべき財産であること

が大前提であり、情報公開法や公文書管理法の

拡充も進んでいない現状では到底施行すべきで

はないと考えるため、同法の廃止を求める意見

書を国会及び政府並びに関係機関に提出してい

ただきたいとするものであります。 

 質疑に入り、委員からは、特定秘密はいずれ

公開することになっていたと思うがどうかとの

質疑がなされ、紹介議員からは、特定秘密の指

定期間は、30年を経過した後に内閣が特定秘密

の延長を認めるかどうか判断することになって

いると答弁を受けたところです。 

 さらに委員からは、国民の知る権利が制限さ

れるおそれがあり、国会で急いで強行採決する

必要があったのか疑問である。また、多くの学

識者が法律の危うさを指摘しており、いずれの

請願の願意も理解するものである。背景に巨大

与党があり、政治の行方に恐れを感じるがどう

かとの質疑がなされ、紹介議員からは、さきの

衆議院選挙、その後の参議院選挙で衆参のねじ

れがなくなり、自民党多数の政権ができ上がっ

た。国民の大多数の投票の結果による民主主義

の政権であるが、その政権は極めてある色を持

っている特殊な政権である。選挙で争点としな

い課題をいきなり閣議決定し、国会に提出して

賛成多数で決めていくやり方はおかしい。特定

秘密法案がなぜ必要になるのか誰にもわからな

い。情報公開しないままに展開しようとするこ

とはかなり危ない中身なのだと考えているとの

答弁を受けたところであります。 

 また、紹介議員からは、秘密保護法は数の力

で議論も十分されず可決された。戦前のような

状態になるのではないかと心配している。行政

機関の長、大臣の判断で秘密を広げることがで

き、内閣の承認により秘密はずっと公開されな

いことが予想される。秘密を知ろうとしたり唆

したり扇動しても罰せられる。この先の目的を

考えると非常に恐ろしいものがあると思うとの

答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、現在も公務員には守秘義

務があるが、秘密保護法の施行により特定秘密

に該当する市の情報はあるのかとの質疑がなさ

れ、総務課長からは、防衛に関することで自衛

隊に係る多くの部分が特定秘密になり得るとい

う意見もあるので、自衛隊員募集の際に自衛隊

の活動状況の情報を今までと同じように提供で

きるかということで、多少影響してくると思わ

れるとの答弁を受けたところであります。 

 請願第３号 特定秘密保護法の廃止を求める

意見書についての請願の討論に入り、委員から

は、他の国でも国益のため秘密にしなければな



 

―２２５― 

らないことがあると思う。秘密を全て公開にす

れば大変なことになると思うので、この請願に

反対するとの意見が出されたところであります。 

 また、委員からは、国を守るため、国益を守

るために一定程度の秘密があって当然だと思う

が、短い期間に急いで制定する必要があったの

か、非常に疑問を持たざるを得ない。多くの学

識者がさまざまな点でこの法律に対して疑念を

持っている。疑念が払拭されないままに制定さ

れたことに対して違和感を覚える。国民の多く

が理解できるところまで議論を深めて制定する

のが筋だと思うので賛成するとの意見が出され

たところであります。 

 また、委員からは、今、我が国を取り巻く安

全保障は非常に厳しい状況にあり、国際テロ情

勢も非常に緊迫している。的確に情報収集を行

うことが必要になっている。秘密保護法の制定

により、関係国から非常に高い情報を得ること

ができる。特定秘密の安全保障にかかわる４分

野は、防衛に関すること、外交に関すること、

特定有害活動、スパイ行為の防止に関すること、

テロリズムの防止に関することに限られ、明確

に記されている。万が一、公務員による情報漏

えいによって一般市民が知らない間に特定秘密

を知ったとしても、処罰されないことになって

いる。したがって、願意については趣旨と異な

るところがあるので反対するとの意見が出され

たところであります。 

 採決の結果、請願第３号は、賛成少数により

不採択すべきものと決定いたしました。 

 次に、請願第４号 特定秘密の保護に関する

法律の廃止を求める意見書の提出に関する件の

討論に入り、委員からは、請願第４号では国の

厳格な管理が必要である情報の存在を否定して

いない等、請願第３号と多少の違いがあるが、

全般的に特定秘密保護法の趣旨と異なるので反

対するとの意見が出されたところであります。 

 また、委員からは、請願第３号と同様の理由

により、請願第４号についても賛成するとの意

見が出されたところであります。 

 採決の結果、請願第４号は、賛成少数により

不採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で総務常任委員会に付託になりました案

件審査の報告を終わります。ありがとうござい

ました。 

○小関勝助議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、日程第１、議案第19号 字の区域

及び名称の変更についての１件について、討論

の通告がありませんので、討論を終結し、採決

いたします。 

 まず、日程第１、議案第19号 字の区域及び

名称の変更についての１件について、総務委員

長の報告は、原案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○小関勝助議長 起立全員であります。 

 よって、議案第19号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第20号 長井市第五次

総合計画についての１件について、討論の通告

がありますので、発言を許可いたします。 

 議席番号４番、今泉春江議員。 

  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江で

ございます。私は、議案第20号 長井市第五次

総合計画に反対の討論をいたします。 

 第五次総合計画は、平成26年度から平成35年

度までの10年間について、市として何を目標に、

それをどう実現するかの基本を明らかにする重

要な計画だと思います。したがって、この計画
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の土台には、何よりも市民の置かれている現実

と要求、願いが据えられなければなりません。

そして、その願いを阻んでいるものは何かを明

らかにし、どうしたらそれを乗り越えられるか、

市はそのためにどんな役割を果たすのかが明ら

かにされなければならないと思います。その結

果として、市民が希望と展望を持って進めるよ

うな計画でなければならないと私は思います。 

 ところがどうでしょうか、率直に言って、こ

の計画案からは、そのような意気込みも展望も

見えてこないのです。今、市民が直面している

現実はどうでしょうか。生活に欠かせないもの

が上がりっ放し、頼みの社会保障もどんどん切

り下げられ、片や収入は減り続け、雇用はます

ます不安定、ここに消費税を上げられたらどう

したらよいのか、さらにＴＰＰが来たらどうな

るのか、市民が直面しているこの現実はこのよ

うなものであり、市民の切実な願いは、こうし

た苦しみと不安から抜け出すことです。肝心の

人口もこんな状態ではふえるわけがありません。 

 私は、こうした現実と、なぜそうなっている

のかをよく分析しなければならないと思います。

そうすれば、その原因に国の政治が深くかかわ

っていることが明らかになります。そこを見据

えて市民を守る施策を立ててこそ、市政が生き

てくると思います。 

 ところが、この計画案には第四次総合計画の

総括がなく、なぜ人口が減り続けるのか、雇用

が減り不安定なのか、社会保障が後退するのか

などについて納得のいく分析がありません。ま

た、今後市民と市に重大な影響を及ぼす消費税

についても、ＴＰＰ問題にも、一言も触れてい

ません。 

 したがって、私は、このような計画に賛成で

きません。計画を立て直し、表現も、項目を並

べるだけでなく一般市民が読んでわかるような

ものに改善するよう求め、反対討論といたしま

す。 

○小関勝助議長 通告による討論が終わりました。 

 これから採決いたします。 

 議案第20号について、総務委員長の報告は、

原案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、議案第20号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第23号 長井市特別職

に属する者の給与等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についての１件について、討論

の通告がありませんので、討論を終結し、採決

いたします。 

 議案第23号について、総務委員長の報告は、

原案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するにご異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第23号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第24号 長井市財産の

交換・譲与・無償貸付等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての１件について、

討論の通告がありますので、順次発言を許可い

たします。 

 初めに、議席番号４番、今泉春江議員。 

  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 議案第24号 長井市財産

の交換・譲与・無償貸付等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、反対を申し上

げます。 

 これは、消費税率が４月から５％から８％へ

の引き上げに対し、長井市の行政財産目的外使

用料について加算額を算定し、決定するもので

あります。 
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 市民の生活は、今でも生活に欠かせないもの

が次々値上げされ、給料は下がり続け、雇用も

農業もますます不安定になるばかりです。年金、

生活保護費などの社会保障は改悪され、さらに、

70歳から74歳までの医療費窓口負担が１割から

２割に引き上げられようとしています。市民生

活はますます大変になっています。確かに消費

税増税は国が決めたもので長井市には責任はあ

りませんが、しかし、こんなときに消費税が増

税されたら市民生活はどうなるでしょうか。中

小業者は、増税になったら消費税を価格に上乗

せできないと７割の業者が言っております。増

税は市民生活に大きな負担となり、こうなれば

長井の経済も成り立っていけません。そこに消

費税率引き上げに伴い、市民が利用する講演会、

会議、展示などの使用料の改正をし、さらに市

民に負担をさせることには反対です。 

 以上、意見を申し上げ、議案第24号に反対を

いたします。 

○小関勝助議長 次に、議席番号14番、髙橋孝夫

議員。 

  （14番髙橋孝夫議員登壇） 

○１４番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

 私は、議案第24号 長井市財産の交換・譲

与・無償貸付等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、反対の立場で意見を申し

上げます。 

 このたびの条例改正は、消費税及び地方消費

税率の改定に伴う改正とされています。本年４

月から消費税率が５％から８％に引き上げられ

ることに伴う予算などの対応について、昨年10

月28日付の平成26年度予算編成方針で、税負担

の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処するこ

ととしたことによるものということのようです。 

 この条例の一部改正は、行政財産の目的外使

用に係る使用料を引き上げることになります。

実際には、この使用料の実績はほとんどないと

いう状況にあると思われること。そもそもこう

いった行政財産の目的外使用のあり方について

は、１つは、行政財産を本来の用途に供するに

当たって障害となることがないかどうか、２つ

は、本来の使用の目的に反しないかどうかなど

を総合的かつ実質的に検討して判断しなければ

ならない。 

 ただ、行政財産の目的外使用はあくまでも例

外的な措置であるから、許可は必要最小限度に

とどめることが必要であるとされていることを

考えれば、行政財産の目的外使用の許可権限を

持つ当該自治体の判断に基づいて使用料は決定

できると考えることが妥当であると思います。

とすれば、国が消費税率を引き上げたからとい

って、それに伴って使用料を引き上げる必要は

ないと解するべき性質のものと私は考えます。

国が税率を引き上げたから自治体もそれに倣っ

て使用料を改正をするのではなく、長井市の行

政財産の目的外使用の実態はどうなっており今

後どういった運営のあり方が求められるのか、

検討を進めることこそ求められていると私は考

えます。 

 よって、議案第24号には反対をするものであ

ります。 

○小関勝助議長 通告による討論が終わりました。 

 これから採決いたします。 

 議案第24号について、総務委員長の報告は、

原案可決であります。 

 総務委員長報告のとおり決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、議案第24号は、総務委員長報告のと

おり決定いたしました。 

 次に、日程第５、請願第３号 特定秘密保護

法の廃止を求める意見書提出についての請願の

１件について、討論の通告がありますので、発

言を許可いたします。 

 議席番号４番、今泉春江議員。 
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  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江で

ございます。私は、今議会に提出された請願第

３号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書提

出についての請願に、採択賛成の討論を行いま

す。 

 特定秘密保護法は、防衛、外交、特定有害活

動、テロについて政府が特定秘密を指定、これ

を漏らしたり知ろうとした者を最高10年の懲役、

1,000万円の罰金刑に処するというものです。 

 秘密保護法の重大な問題は、第１に、何を秘

密にするかを決めるのは国会ではなく政府行政

機関の長となっており、政府の一存で秘密が際

限なく広げられるということです。チェック機

関を置くといいますが、行政機関の長が秘密を

指定するという根幹は変わりません。 

 第２に、何が秘密かは秘密にされます。この

ため、知らないで秘密に近づいた国民や報道機

関も厳しく罰せられます。 

 第３に、国会にも、行政側が安全保障に著し

い支障を及ぼすおそれがあると判断すれば一切

の秘密を提出しなくてもよいとされ、提出して

も非公開、国会議員も秘密を漏らせば処罰され

るなど、国会の国政調査権、行政監視権が侵さ

れ、国権の最高機関である国会が行政の支配下

に置かれることになります。 

 第４に、秘密を知ろうと相談したり唆したり

扇動しても罰せられ、国民監視が強まり、戦前

のような物が言えない社会になるおそれがあり

ます。 

 第５に、秘密保護法は、圧倒的国民の反対を

押し切り、審議不十分のまま数の力で強行可決

したものです。 

 第６に、安倍政権は海外での戦争を可能にす

る集団自衛権の行使に踏み切ろうとしています

が、戦争は秘密から始まります。秘密保護法は

日本を危うくするものです。 

 第７に、一般質問でも申し上げましたが、市

民が今一番願っていることは、消費税増税の中

止と秘密保護法の廃止だということです。 

 私たちは、この願いに応えるため運動をし続

けてきましたが、街頭署名でも秘密保護法廃止

を求める署名が消費税増税中止署名に匹敵する

ほど寄せられ、その要求の強さに感動させられ

ています。確かに私たちの運動は全市民に働き

かけるところまでは届いていません。しかし、

この危険な内容を知らせば知らせるほど廃止賛

同者が広がることが実証されており、秘密保護

法廃止は圧倒的市民の声であることを確信いた

します。民主主義の基礎は、情報公開と知る権

利の保障です。秘密保護法は、国民主権、知る

権利を含む基本的人権、平和主義など、憲法の

基本原則を侵す違憲立法と言わなければなりま

せん。 

 以上の点から、秘密保護法は廃止されるべき

ことを申し上げ、この請願採択の賛成意見とい

たします。ぜひ賛同くださるようお願いいたし

ます。 

○小関勝助議長 通告による討論が終わりました。 

 これから採決いたします。 

 請願第３号について、総務委員長の報告は不

採択でありますので、原案について採決いたし

ます。 

 請願第３号について、採択することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、請願第３号は、採択と決定いたしま

した。 

 次に、日程第６、請願第４号 特定秘密の保

護に関する法律の廃止を求める意見書の提出に

関する件の１件について、討論の通告がありま

すので、発言を許可いたします。 

 議席番号14番、髙橋孝夫議員。 

  （14番髙橋孝夫議員登壇） 

○１４番 髙橋孝夫議員 私は、請願第４号 特
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定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見

書の提出に関する件について、採択すべきとい

う立場で意見を申し上げます。 

 国際情勢の複雑化に伴い、我が国及び国民の

安全の確保に係る情報の重要性が増大するとと

もに、高度情報通信ネットワークの社会の発展

に伴い、その漏えいの危険性が懸念される中で、

我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿

することが必要であるものについて、これを的

確に保護する体制を確立した上で収集し、整理

し及び活用することが重要であることに鑑み、

当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取

扱者の制限、その他の必要な事項を定める必要

がある、これがこの法律案の提出理由であると

いう理由で提出をされた特定秘密保護に関する

法律案は、昨年12月に絶対多数を占める与党の

強行採決で可決、成立しました。 

 民主主義を後退させてはならない、毎日新聞、

進む権力の肥大化、国民軽視の情報統制も、山

形新聞、秘密法欠陥変わらず、朝日新聞など、

新聞各社が一斉に特定秘密保護法の危険性を報

道したことでも、この法律の持つ危うさをうか

がい知ることができます。 

 特定秘密保護法に対しては、１つは、特定秘

密に指定できる情報の範囲が過度に広範である

こと、２つは、市民の知る権利、取材報道の自

由が侵害されること、３つは、行政情報の情報

公開の流れに逆行すること、４つは、適性評価

制度はプライバシー侵害であること、５つは、

このような法律を新たにつくる理由、立法事実

がないことなどの問題点が指摘され続けてきま

したが、これらの問題については解明されるこ

となく決まってしまったということになります。 

 私は、次の２点について疑問を持っています。

その一つは、なぜ新たにこういった法律をつく

る必要があるのかという疑問です。 

 職務に応じ、全ての公務員には国家公務員法

などのほか情報の漏えいを防ぐための法整備が

完備されており、今日に至るまでその整備不備

が具体的に指摘された事実はないとされていま

す。このことは、一般の公務員だけではなく警

察官や自衛隊員であっても同様です。しかし、

この法律をつくるということになれば、あえて

屋上屋を重ねる法律をつくるということになり

ます。 

 そもそも国民主権原理や憲法上の人権に重大

な影響を与えるおそれのある立法が是認される

ためには、そのような立法を必要とする具体的

な事情、すなわち立法事実の所在が必要不可欠

である。 

 しかし、政府が立法事実として上げる尖閣ビ

デオ事件については非公知性や実質秘性につい

て疑義が出され、真に守るべき秘密であるかど

うか議論があり、同時に、警視庁公安情報流出

事件は、漏えい元と見られる警視庁、警察庁が

いまだに内部からの漏えいの事実を認めておら

ず、被害者への謝罪も行われていない。にもか

かわらず、これを秘密保全法制の立法事実とし

て上げるのは二枚舌である。そのほかにも、過

去10年程度の漏えい事件を見る限り、現行の公

務員法などで規定する守秘義務で十分にカバー

し得るものであって、新規に法律を必要とする

理由づけは極めて希薄であって、説得力に欠け

る。 

 この法律案の検討の過程自体が非公開とされ

ており、どのような必要性を前提にどのような

議論がなされ、このような重要な立法がなされ

ようとしているのか、国民の側に知る手段が示

されていない。そのこと自体がこの法律の意図

する将来社会の不健全な体質を物語っていると

感じざるを得ないとする日本ペンクラブの指摘

こそ、正しいと私は感じます。 

 ２つ目の疑問は、対話を拒絶する態度ではな

いかということと、議員は官僚に屈服したとい

うことについてです。 

 昨年９月に、政府は突然、秘密保護法案の概
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要を公表して、２週間だけのパブリックコメン

トをしたということです。突然ではあってもパ

ブリックコメントには約９万件の意見が集まり、

しかも集まった意見は圧倒的に反対意見だった

ということであります。それでも反対意見には

耳をかさず、10月25日には閣議決定をして国会

に法案を提出し、12月７日には可決をするとい

うことになります。 

 自民党の石破幹事長は、特定秘密保護法案に

反対するデモ活動を、テロと本質的に変わらな

いと発言しました。暴力的手段をとらず合法的

に行われるデモをテロと呼ぶのは、後に撤回は

したとはいえ尋常ではありません。ここに見ら

れるのは、自分たちだけが民意の代表者であり、

ほかの人間が口を出すことは許せないという姿

勢です。現在の国会議員を選んだ選挙では、こ

の法案は争点になっていません。そうである以

上、国民がそのような意思を託したつもりはな

いと声を上げることは不当とは言えませんし、

むしろ当然の行為であるにもかかわらず、俺た

ちが多数なのだから言うことを聞けとするかの

ような態度は、国民との対話を拒絶する態度と

言われても仕方がないことと私は思います。 

 政治家として、どうしてもこの法律が必要で

あると考えるならば、言葉を尽くしてその意志

を説明し、人々が抱く不安や懸念を解消すべく

努めることこそ謙虚な政治家の姿勢ではないの

でしょうか。議員の任務は、立法権を行使する

ことと同時に、国政、いわば行政をチェックす

ることにあることは言うまでもありません。そ

して、その任務を全うするには、行政情報は常

に開示されるという情報公開が機能していなけ

ればならないと私は考えます。 

 また、市民が行政に参加をする、まちづくり

に参加をする、協働のまちづくりを進めていく

ためにも、情報公開の充実は欠かせないと私は

思います。しかし、この特定秘密保護法は情報

公開とは真逆な性質を持った法律ということに

なり、国民が求めている方向とは全く逆のもの

と言わなければなりません。 

 特定秘密事項は官僚が決めるという法律では、

政治家が求めても秘密事項となれば一切公開さ

れず、政府の決定があれば、30年後であっても

60年後であっても公開されることのないものと

なってしまいます。政治における真実とは、最

終的には全て歴史において検証されるべきもの

と言われますが、この法律では、その歴史にお

ける検証もできない秘密として永久に公開され

ない可能性があることになります。こういった

法律をつくった国会議員の識見を私は疑います。

議員としてのみずからの任務を放棄したとしか

言いようがありません。このようなことを許し

てはいけません。 

 この法律の施行期日は、公布の日から起算し

て１年以内を超えない範囲において政令で定め

る日から施行するとしています。施行してはな

らない法律であり、施行しないままに直近の国

会で廃止することこそ求められることと私は考

えます。ぜひ議員諸兄の賛同をいただきますよ

うにお願いを申し上げます。 

 現在の日本は、国が持っているあらゆる情報

を国民に対して全部公開している国というイメ

ージがあるとすれば、それは大きな錯覚であり、

単なる希望的観測でしかないことを私はきちん

と押さえておくことが必要だと思います。公務

員などへの情報漏えいを防ぐための各種法規制

の中で、情報は小出しに明らかにされることは

あっても、あらゆる情報が開示されているなど

ということは断じてないというのが現実である

ことを認識しておかなければ、大きな間違いを

してしまうことを自覚すべきと私は思います。

情報公開の拡充、充実こそが求められていると

いうことを申し上げ、請願第４号に対する賛成

意見といたします。 

○小関勝助議長 通告による討論が終わりました。 

 これから採決いたします。 



 

―２３１― 

 請願第４号について、総務委員長の報告は不

採択でありますので、原案について採決いたし

ます。 

 請願第４号について、採択することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、請願第４号は、採択と決定いたしま

した。 

 

 

 文教常任委員会審査報告 

 

 

○小関勝助議長 次に、文教常任委員会の審査の

報告を求めます。 

 髙橋孝夫委員長。 

  （髙橋孝夫文教常任委員長登壇） 

○髙橋孝夫文教常任委員長 平成26年第２回市議

会定例会において文教常任委員会に付託になり

ました議案13件について、審査しました経過と

結果についてご報告申し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月11日

に開催し、委員全員出席のもと、当局関係者の

出席を求め審査いたしました。 

 それでは、議案第25号 長井市教育施設使用

条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第28号 長井市公民館の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第29号 長井市体育施設条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第30号 長井市

道照寺平コミュニティセンター条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第31号 長井

市民文化会館条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第32号 長井市勤労青少年ホー

ム設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第33号 長井市置賜生涯学習プラザ条

例の一部を改正する条例の制定について、議案

第34号 長井市「文教の杜ながい」設置条例の

一部を改正する条例の制定について、ご説明を

申し上げます。 

 この８件の議案は、４月からの消費税及び地

方消費税の増税などに伴う所要の改正を行うた

め提案されたもので、関連があることから、そ

れぞれの担当課長から一括して説明を受けまし

た。 

 討論に入り、委員からは、この８件の議案に

ついて、それぞれ基本的には消費税増税に反対

する考えです。よって、この条例改正は市民に

増税の負担をさせるものとなりますので、この

条例改正には反対いたしますとの意見が出され

たところであります。 

 採決の結果、この８件の議案については、い

ずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第14号 指定管理者の指定につい

て申し上げます。 

 本案は、のがわクラブを指定管理者に指定し、

長井市パークゴルフ場の管理を行わせるため提

案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、管理する人の日当

が非常に安く、のがわクラブにおんぶにだっこ

ではないか、持続して長井市営パークゴルフ場

を運営していくには、このことは大きな問題で

はないか、今後どのような考えで対応していく

のかとの質疑がなされ、生涯スポーツ課長から

は、のがわクラブのご努力によってすばらしい

ゴルフ場の運営ができていると担当課としても

思っているところです。受け付けなどの従事者

は１日2,800円という大変低額の日当になって

いますが、理事長の話ですと、仕事としてやっ

ているのではなくて、楽しくパークゴルフ場を

皆さんに利用いただくためにみんな頑張ってい

るということでございました。のがわクラブと

十分に話し合いを持ちながら、修繕費とか備品

費とか一般会計の中で必要に応じて予算化させ




